
「第2次小郡市男女共同参画計画」の
具体的施策を見直しました

　小郡市男女共同参画社会推進審議会は、平成30年８月23日に市長が諮問

を行った第２次小郡市男女共同参画計画の見直しに関し、３回にわたる審議

を経て、２月14日に答申を行いました。答申では、働く女性に関する問題

や性的少数者の人権問題など、新たな課題に対する視点を踏まえた見直しが

示されています。市は、この答申を基に「同計画（施策見直し）」を策定しまし

た。主な変更点は下記のとおりです。

※見直し後の計画は、秘書広報課窓口や市ホームページなどで閲覧できます

■主な変更点

※上記は全て、12月29日〜１月３日を除きます

※緊急の場合は、最寄りの警察署（小郡警察署☎73-0110）、または110番に電話してください

☎092-513-7337　月〜金曜（祝日除く）10：00〜17：00おごおり女性ホットライン

☎092-584-1266　9：00〜17：00（8/13〜8/15除く）

金曜のみ（祝日除く）18：00〜20：30も相談できます

福岡県あすばる女性相談

ホットライン

☎0942-34-8111

月〜金曜（祝日除く）8：30〜17：15

北筑後保健福祉環境事務所

（配偶者からの暴力相談専用電話）

☎092-663-8724

月〜金曜17：00〜24：00、土日祝日9：00〜24：00

福岡県配偶者からの

暴力相談電話

男性DV被害者のための相談

ホットライン

☎080-2701-5461

第２火曜12：00〜16：00、第４火曜17：00〜20：00（祝日除く）

LGBTの方のDV被害者相談

ホットライン

〈相談窓口〉　困っていることはありませんか？ひとりで悩まず専門機関に相談しましょう。

変更内容主要課題 具体的施策

庁内連携体制の充実

女性の参画・登用の推進

「主要課題４

　　国際的視野のもとでの男女共同参画推進」全体

社会情勢の変化に合わせて、取組の中に「多文化共

生」を追加

女性に対するあらゆる暴

力の排除と被害者の保護

DV被害の発覚や相談は庁内全ての部署で関わる可

能性があり、全庁で被害者支援に対応していく必

要があるため、担当課を「全庁」に拡大

男女共同参画の視点に

立った労働環境の整備

男性の家事育児参画の推進のため「小郡市における

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計

画」に基づき、男性職員の出産補助休暇取得率の目

標100％と、育児休業取得率の目標20％を追加

男女が働き続ける

条件整備

市職員の管理職に占める女性の割合について、数

値目標を20.0％から25.0％へ変更

国の「第４次男女共同参画計画」に基づき、農業委

員に占める女性の割合の目標値を30.0%に設定

農業委員への女性の

積極的登用

女性の参画・登用の推進

☎092-571-1462

毎週水曜・木曜17：00〜20：00、毎週金曜12：00〜16：00（祝日除く）
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閲覧・問合せ先　秘書広報課男女共同参画推進室（本館２階） ☎72-2111


